
恩納村体育施設及び学校施設の利用制限について（お知らせ） 

 

全国的に新型コロナウイルス感染症の拡大が懸念される中、政府において「まん延防止等重点措置」の適用対

象として本県が指定され、本村体育施設及び学校施設について下記のとおり利用時間を制限することを決定しま

した。利用者の皆様には御不便をおかけしますが、感染拡大を最小限に抑えるうえで、極めて重要な時期であり

ますので、ご理解と御協力の程よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

利用制限期間 ：令和 3 年 4 月 12 日（月）～5 月 5 日（水） 

制 限 内 容  ：夜 8 時までの利用とする 

対 象 施 設  ：恩納村体育施設、村内各学校グラウンド・体育館 

                

 

恩納村教育委員会社会教育課社会教育係 TEL０９８－９６６－１２１０  FAX０９８－９６６―８４７８ 

 

※赤間総合運動公園、コミュニティ広場、真栄田漁港グラウンドにつきましては、管理事務所へ問い合わせください。 

赤間運動公園管理事務所 TEL０９８－９６６－２６５６  FAX０９８－９６６―８６４８ 


